
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＡＢトラック南西地域における飲用井戸の調査結果について 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

神栖市ＡＢトラック地区の外縁に設置したモニタリング孔の地下水調査において、Ｂ

地区の南西地域の２孔（Ｍ－１８およびＭ－２９）よりジフェニルアルシン酸（ＤＰＡＡ）が

検出されたことについては、本年９月２６日に公表したところです。 

これを踏まえ、Ｍ-１８およびＭ-２９孔からおおむね２００～６００メートル圏内、ならび

にＭ－３６孔から概ね３００メートル圏内の全ての飲用井戸７８件の調査を実施したとこ

ろ、1 か所の飲用井戸から０．０３５mg／㍑のジフェニルアルシン酸が検出され、１０月 

３０日に公表しました。今回、飲用井戸の調査を行った範囲においては、９月２６日の時

点で既に飲用等の自粛のお願いを行っていますが、引き続き井戸水の飲用等の自粛

をお願いします。 

また、今回ジフェニルアルシン酸が検出された井戸の周辺地域においては、新たな

地下水汚染の監視区域を設定して、今後、飲用井戸の全数調査を行う予定です。住民

の皆様におかれましては、監視区域内における井戸水の飲用等の自粛をお願いします。

（今回新たに監視区域として設定する範囲については、添付図を参照下さい。） 

 

次号（６６号）は、平成１９年１２月１日発行とさせていただきます。 
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